
４
年
度
学
生
納
付
特
例

４
月
１
日
㈮
か
ら
受
付

　

前
年
の
所
得
が
基
準
額
以
下
の
学

生
は
、
申
請
に
よ
り
国
民
年
金
保
険

料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。
申
請

時
点
か
ら
２
年
１
カ
月
前
ま
で
の
保

険
料
は
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

申
請
が
遅
れ
た
り
、
未
納
の
ま
ま

放
置
し
た
り
す
る
と
、
年
金
を
受
け

取
れ
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

速
や
か
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象　

20
歳
以
上
の
学
生

※
対
象
外
の
学
校
に
在
籍
す
る
場
合

は
一
般
の
免
除
申
請
で
受
け
付
け

※
毎
年
４
月
に
更
新
手
続
き
が
必
要

申
請
に
必
要
な
物

　

年
金
手
帳
、
学
生
証
（
写
し
可
）

ま
た
は
在
学
証
明
書
（
原
本
）

産
前
産
後
期
間
の

国
民
年
金
保
険
料
を
免
除

　

出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日
が
属

す
る
月
の
前
月
か
ら
４
カ
月
間
の
国

民
年
金
保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

　

多
胎
妊
娠
の
場
合
は
、
出
産
予
定

日
ま
た
は
出
産
日
が
属
す
る
月
の
３

カ
月
前
か
ら
６
カ
月
間
の
国
民
年
金

保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

対
象　

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

で
、
出
産
日
が
平
成
31
年
２
月
１

日
以
降
の
人

届
出
時
期　

出
産
予
定
日
の
６
カ
月

前
か
ら
届
出
可

申
請
方
法

　

申
請
書
を
郵
送
ま
た
は
持
参

※
申
請
書
は
市
民
課
窓
口
で
配
布
。

日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可

申
請
・
問
合
先

　

〒
５
７
０
︲
０
０
８
３

　

守
口
市
京
阪
本
通
２
︲
５
︲
５

　

守
口
年
金
事
務
所

　

☎
０
６（
６
９
９
２
）３
０
３
１

　

〒
５
７
１
︲
８
５
８
５

　

「
門
真
市
役
所
」
市
民
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
０
５

ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
を
ご
利
用

く
だ
さ
い

　

ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
で
は
、
自
身
の

年
金
記
録
の
確
認
や
、
将
来
の
年
金

受
給
見
込
額
の
試
算
、
各
種
通
知
書

の
確
認
な
ど
が
で
き
ま
す
。

※
詳
し
く
は
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
参
照

問
合
専
用
電
話

①
☎
０
５
７
０（
０
５
８
）５
５
５

②
☎
０
３（
６
７
０
０
）１
１
４
４

※
０
５
０
で
始
ま
る
電
話
か
ら
か
け

る
場
合
は
②
へ

受
付
時
間

◦
月
曜
日
…
午
前
８
時
30
分
～
午
後

７
時

◦
火
～
金
曜
日
…
午
前
８
時
30
分
～

午
後
５
時
15
分

◦
第
２
土
曜
日
…
午
前
９
時
30
分
～

午
後
４
時

※
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く

問
合
先　

守
口
年
金
事
務
所

　

☎
０
６（
６
９
９
２
）３
０
３
１

４
年
度
（
３
年
中
所
得
）

市
・
府
民
税
の
申
告
は

３
月
15
日
㈫
ま
で

と
き　

３
月
15
日
㈫
ま
で
の
平
日

　

午
前
９
時
～
正
午
、
午
後
１
時

～
５
時

※
混
雑
を
避
け
る
た
め
申
告
期
間
は

個
別
に
指
定

と
こ
ろ　

第
３
会
議
室

　

（
市
役
所
別
館
３
階
）

申
告
が
必
要
な
人　

４
年
１
月
１
日

現
在
、
市
在
住
の
人

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

申
告
が
不
要
な
人

　

次
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
人

◦
３
年
中
に
収
入
が
な
か
っ
た
、
ま

た
は
合
計
所
得
金
額
が
35
万
円
×

（
同
一
生
計
配
偶
者
＋
扶
養
親
族

＋
１
）
＋
31
万
円
以
下
の
人

※
同
一
生
計
配
偶
者
や
扶
養
親
族
が

い
な
い
場
合
は
45
万
円

◦
税
務
署
に
確
定
申
告
す
る
人

◦
勤
務
先
な
ど
か
ら
市
役
所
に
給
与

支
払
報
告
書
ま
た
は
公
的
年
金
な

ど
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
る
人

※
所
得
が
な
い
場
合
で
も
、
国
民
健

康
保
険
料
の
算
定
や
各
種
手
当
の

申
請
に
所
得
証
明
や
課
税
証
明
が

必
要
な
人
は
申
告
が
必
要

申
告
に
必
要
な
物

　

本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
や
運
転
免
許
証
、
障
が
い

者
手
帳
な
ど
）
、
個
人
番
号
確
認

書
類
（
通
知
カ
ー
ド
）
、
公
的
年

金
ま
た
は
給
与
の
源
泉
徴
収
票
、

医
療
費
控
除
の
明
細
書
な
ど

申
告
方
法

　

直
接
ま
た
は
郵
送

※
郵
送
の
場
合
は
写
し
を
同
封

※
新
型
コ
ロ
ナ
対
策
の
た
め
、
で
き

る
限
り
郵
送

申
告
・
問
合
先

　

〒
５
７
１
︲
８
５
８
５

　

「
門
真
市
役
所
」
課
税
課　

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
９
８

　
市
役
所
で
は
税
務
署
分
の
確
定
申

告
の
受
け
付
け
は
で
き
ま
せ
ん
。
門

真
税
務
署
の
申
告
会
場
で
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

◦ATMの操作をお願いすることはありません
◦手数料の振込を求めることはありません

問合先　消費生活センター　☎０６(６９０２)７２４９
　門真警察署　☎０６(６９０６)１２３４

　新型コロナの影響により、さまざまな困難に直面した人を支援する
ため、住民税非課税世帯などの対象者へ１世帯あたり10万円の臨時特
別給付金を支給します。

住民税非課税世帯等に対する住民税非課税世帯等に対する

臨時特別給付金臨時特別給付金 【申請に関すること】
　臨時特別給付金窓口
　☎０６(６９０２)６２８４
※受付は平日午前９時～午後
５時30分

【制度に関すること】
　内閣府コールセンター
　☎０１２０(５２６)１４５
※受付は午前９時～午後８時
土・日曜日、祝日を含む

問合先

対象
　基準日（３年12月10日）時点
で世帯全員の３年度分の住民
税均等割が非課税の世帯
※住民税が課税されている人の
扶養親族のみからなる世帯を
除く
申請方法
　対象の可能性がある世帯へ順
次郵送する「確認書」に必要
事項を記入して５月２日㈪ま
でに同封の返信用封筒で返送
（消印有効）
※代理確認（受給）については
確認書に同封する案内書参照
支給時期
　確認書の受付から約２週間～
１カ月後

対象
　申請時点で本市に住民登録が
ある世帯で、新型コロナの影
響で家計が急変し、３年１月
以降の収入が減少し、世帯全
員の年収見込額が住民税均等
割非課税相当となった世帯
※住民税が課税されている人の
扶養親族のみからなる世帯を
除く
※右記の表を参照
申請方法　申請書と申立書に必
要事項を記入し、添付書類と
併せて９月30日㈮までに直接
または郵送（消印有効）
※申請書と申立書は専用窓口に
設置または市ホームぺージか
らダウンロード。申出があれ
ば、様式の郵送も可
申請先　〒571-8585
　門真市中町１-１
　「門真市役所」非課税世帯等
臨時特別給付金窓口
　（市役所別館３階）

添付書類　①～④の写し
①３年１月以降の１カ月分の収
入が分かる給与明細書や帳簿
（収入のある人全員分）など

※所得額で申請する場合は確定
申告書など

②世帯主の本人確認書類
③世帯主の通帳やキャッシュカ
ードなど振込口座が確認でき
る書類

④３年12月11日以降に門真市へ
転入した人は、12月10日時点
における居住地の住民票また
は除票
※３年１月以降に２回以上転居
した人は戸籍の附票も添付
支給時期
　申請書受付から約１カ月後
※審査により不支給となる場合
あり

家計急変世帯住民税
非課税世帯

市役所や内閣府の職員を装った詐欺にご注意ください 不審な電話があった場合はすぐにご連絡ください

国
民
健
康
保
険
料
や
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
の
納
付
済

確
認
書
の
送
付
を
取
り
や
め

　

３
年
支
払
い
分
よ
り
送
付
を
取
り

や
め
、
電
話
ま
た
は
窓
口
へ
申
請
を

し
た
人
へ
交
付
す
る
よ
う
変
更
し
ま

し
た
。
領
収
書
の
紛
失
や
納
付
額
が

分
か
ら
な
い
人
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
合
先

　

収
納
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
２
５

◆住民税非課税水準表（給与収入のみの場合）

世帯人数
非課税相当限度額

収入額 所得額

単身者または扶養親族がいない 100万円以下 45万円以下

配偶者・扶養親族が１人いる 156万円以下 101万円以下

配偶者・扶養親族が２人いる 205万9999円以下 136万円以下

配偶者・扶養親族が３人いる 255万9999円以下 171万円以下

配偶者・扶養親族が４人いる 305万9999円以下 206万円以下

障がい者、寡婦、ひとり親、未成年 204万3999円以下 135万円以下

再生可能エネルギー電気の共同購入 登録者募集 ４月28日㈭までに大阪ＥＥ電専用ＷＥＢサイトから登録　大阪ＥＥ電事務局専用コールセンター　☎０１２０（４５７）２００

国
民
健
康
保
険
第
10
期
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

第
９
期
（
普
通
徴
収
）

納
付
期
限
は
３
月
31
日

　

納
期
限
を
１
日
で
も
過
ぎ
る
と
滞

納
と
な
り
、
督
促
手
数
料
（
１
通
50

円
）
や
延
滞
金
が
発
生
し
ま
す
。
滞

納
は
放
置
せ
ず
、
収
納
課
ま
で
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先

　

収
納
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
３
５

税

金

年

金

保

険

4広報かどま　令和４年（2022年）３月号


